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　サマーカーニバルの一環として、７月19日・20日、「体験カヌー教室」
「みんなの浜辺調査」等が今年初めての試みとして実施されました。
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①
七
十
歳（
昭
和
十
三
年
生
ま
れ
）

　

②
七
十
七
歳（
昭
和
七
年
生
ま
れ
）

　

③
八
十
八
歳（
大
正
十
年
生
ま
れ
）

　

④
九
十
九
歳（
明
治
四
十
三
年
生
ま
れ
）

　

の
古
希
・
喜
寿
・
米
寿
・
白
寿
を
迎
え

　

ら
れ
た
皆
さ
ん
で
す
。

※
対
象
の
か
た
に
は
、
ご
案
内
の
は
が
き

　

を
、
八
月
下
旬
に
郵
送
の
予
定
で
す
。
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本
年
度
も
、
七
十
歳
・
七
十
七
歳
・

八
十
八
歳
・
九
十
九
歳
の
か
た
を
お
招

き
し
、「
敬
老
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
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九
月
十
三
日（
土
）午
後
一
時

　
　
　
　

三
十
分
〜
三
時
三
十
分
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ル
ナ
・
ホ
ー
ル

�
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お
祝
い
の
式
典
と
余
興
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　平成20年第３回定例会は、９月５日（金）に招集され、
９月26日（金）までの日程で開催する予定です。
　本会議・各委員会の予定は、次のとおりです。
　傍聴を希望されるかたは、日程が変更になることが
ありますので、お確かめの上、ご来場ください。
��������　���������
�������）　�����議案提案説明等
����������������	����

　　　　　　　　��������議案・請願等の審査
���������　���������
����������������

　　　　　　　　�����一般質問等
���������　���������
���������　�����委員長報告、討論、採決等
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今
年
も
、
東
南
海
・
南

海
地
震
の
発
生
と
津
波
襲

来
に
備
え
、
避
難
訓
練
・

情
報
収
集
・
救
難
救
助
・

応
急
復
旧
等
の
訓
練
を
、

行
政
・
防
災
関
係
機
関
・

市
民
が
協
力
し
て
、
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。
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九
月
七
日（
日
）

　
　
　

午
前
十
時
〜
正
午

　

※
警
報
が
発
令
さ
れ
た

　
　

場
合
は
中
止
し
ま
す
。
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南
芦
屋
浜
地
区
フ
リ
ー
ゾ
ー
ン
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《
実
動
訓
練
》
避
難
誘
導
訓
練
・

　
　
　
　
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部
設
置
訓
練

　
　
　
　

・
初
期
消
火
訓
練
・
応
急
給
水 

　
　
　
　

訓
練
・
通
信
復
旧
訓
練
・
非
常

　
　
　
　

用
食
料
配
布
訓
練
・
水
防
工
法

　
　
　
　

訓
練
・
地
震
災
害
救
出
救
護
訓

　
　
　
　

練
・
一
斉
放
水
訓
練
ほ
か

　
　
　

※
ほ
か
に
、
展
示
ブ
ー
ス
な
ど
も

　
　
　
　

あ
り
、
希
望
者
に
は
「
防
災
体

　
　
　
　

験
訓
練
」
へ
の
参
加
も
し
て
い

　
　
　
　

た
だ
け
ま
す
。
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　市では、海岸・河川・公園などの公共の場所で
の、夜間（午後９時～翌朝午前６時）花火が禁止
されています。※ただし、線香花火・へび玉な
どは、禁止対象外です。
■��������
ピンホイール・ヨーヨーなどの回転花火／金魚・
花車などの走行花火／笛ロケット・流星などの
飛翔花火／乱玉・パラシュートなどの打ち上げ
花火／スモーククラッカー・爆竹などの音花火。




